
 

今回の進路だよりでは、進路に関する１学期の行事の報告と今後の予定をお知らせするとともに、進路選択の参考になる

ような情報をお届けします。 

 

◇就業体験活動（高等部２年） 

一般企業または就労継続支援 A 型サービス事業所での就労を希望する高等部２年生を対象に行っています。実際の現

場で働く体験を通して、自分の進路を考えたり、働く上で必要な態度や心構えを学んだりします。体験先事業所は以下の

通りです。 

  【 株式会社オータニ野沢店 ／ 株式会社晃陽電子 ／宇都宮市富屋地区市民センター ／ こまき園 】 

 

◇産業現場等における実習および校内実習ついて（高等部・中学部） 
学部 高等部 中学部 

実施 

内容 

・６月20日（月）～７月１日（金） 10日間 

・産業現場等で実習（３年） 

・各学年集団で、リサイクル作業やパッキング作業な

どを実施 

・６月20日（月）～24日（金） ５日間 

・４つの作業班（リサイクル班、手芸縫製班、窯業班、

農園芸・エコ班）に分かれて、製品作りや収穫作業な

どを実施 

実習 

の 

様子 

  

 

◇高等部作業学習見学（中３対象） 
７月14日（木）に高等部の学習の様子を見学しました。中学部とは異なる作業内容や 

作業学習に対する姿勢を見たり、高等部進学について考えたりする機会となりました。 

 

◇進路相談会（高等部２・３年対象）、進路説明会（高等部生徒、中学部３年生徒、保護者等対象） 
８月２日（火）、３日（水）に行います。相談会では、関係機関（市役所等）の方に進路に関する手

続きや、進路先について相談することができます。説明会では、事業所の説明を聞いたり、質問し

たりすることができます。密を避けるために対象者を決めての実施となりますが、進路選択や進路

決定のために必要な情報を得る貴重な機会となっています。 

               ※今回の申込みは終了しました。 

 

◇ミニミニ進路相談 
「小学部段階での進路ってどんなこと？」「今、何をすれば良いの？」など、進路に関する疑問に、進路だより内でお答えし

ます。疑問や不安に思っていることを皆さんで共有していきましょう。どんな素朴な質問でもＯＫです。皆様からの御質問をお

待ちしております。裏面の【ミニミニ進路相談】に記入してください。 

※個人が特定されるようなものについては掲載しません。また、質問多数の場合は、 

抜粋して掲載しますことを御了承ください。 
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◇新規事業所について 

■トータスアカデミーめだかファーム下栗 宇都宮市下栗町７２１－１   電話０２８５－３９－７３７７ 

就労継続支援 B型：水産事業（めだかの育成・販売）を行っています。 

■ワークスオハナ今泉 宇都宮市今泉２－２－１５  電話０２８－６１２－３２１３ 

就労移行支援、就労継続支援 B型：農作業、軽作業（菓子や食品の箱折り、商品や紙などの封入封緘作業）

などを展開していきます。                               ※令和４年７月１日オープン。 

■アリス Family support 宇都宮市簗瀬町１４８－１  電話０２８－３０７－６１５５ 

生活介護：生産活動、農作業、余暇活動などを行います。           ※令和４年７月オープン。 

 
◇福祉事業所のサービス形態と主な活動内容について 

 ※同じサービス形態であっても、作業内容や活動内容は事業所によって様々です。 

 ※「令和３年（2021）年度栃木県障害者福祉ガイド」、「宇都宮市ホームページ」より一部抜粋 

 

【ミニミニ進路相談】  ･･････････････････････････・・・・････  き り と り  ････････････････････････････・・・・・・・・・・・・・･ 

                        【提出先 担任→進路指導部】 

サービス形態 ○特 徴    ／ ・活 動 内 容 

生活介護 ○日常生活上の支援、創作的活動または生産活動の機会を提供するサービス。 

・創作的活動（季節的行事）や、生産活動（リサイクル作業、部品の袋詰め、シール貼りなどの

軽作業）、運動、音楽活動、など 

自立（生活）訓練 ○食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うとともに、日常生活上の相談

支援や就労移行支援事業所等の機関との連絡調整等の支援を行うサービス。 

原則として利用期間は２年間。移行先は一般就労、就労移行支援事業、就労継続支援事業、

地域活動支援センターが考えられる。 

・箱折り、農作業、などの作業的な活動 

就労移行支援 ○企業就労を目指して作業や実習を実施し、適性に合った職場探しや就労後の職場安定の

ための支援を行うサービス。原則として利用期間は２年間。移行先は一般就労、就労移行支

援事業が考えられる。 

・封入、袋詰め作業、ＰＣ入力、テキストを使った自己理解や自己分析、ビジネスマナー、グ

ループディスカッション、など 

就労継続支援A型 

（雇用型） 

○雇用契約に基づいて就労機会を提供するとともに、一般就労に向けた支援を行うサービ

ス。 

・施設外での農作業、リサイクル作業、清掃作業、など 

就労継続支援B型 

（非雇用型） 

○就労の機会や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に向けた支援を行うサービ

ス。雇用契約は締結されない。 

・生産活動（農作業、内職作業、小物制作）など 

地域活動支援センター ○創作的活動、生産活動の機会の提供等、地域の実情に応じた支援を行う。 

・軽作業（菓子箱折り、リサイクル作業など）や、季節的行事など 

 

 

 

 

         小・中・高（     ）年     お名前                                 

                                               ※名字のみ、無記名でも可 


